
　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地
過
疎
地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

変更前 郵便局 007470 小平天神郵便局 - 東京都小平市天神町１－２－４ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 007470 小平天神郵便局 - 東京都小平市天神町１－１－２１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 067260 妻木簡易郵便局 ○ 茨城県つくば市妻木１５３５－３ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 067670 八千代平塚簡易郵便局 ○ 茨城県結城郡八千代町平塚３４９８ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 067670 八千代平塚簡易郵便局 ○ 茨城県結城郡八千代町平塚３４９８ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 077410 矢板荒井簡易郵便局 ○ 栃木県矢板市荒井６１５－１６ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 088820 西保簡易郵便局 ○ 山梨県山梨市牧丘町西保中４５９ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 128020 早通簡易郵便局 ○ 新潟県新潟市江南区早通１－２－２１ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 238020 豊岡敷地簡易郵便局 ○ 静岡県磐田市敷地４０４－２ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 郵便局 238020 豊岡敷地簡易郵便局 ○ 静岡県磐田市敷地４０４－２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 327840 埴生簡易郵便局 ○ 富山県小矢部市埴生２９９８ - ○ ○ × ○ × -

変更後 営業所 327840 埴生簡易郵便局 ○ 富山県小矢部市埴生２９９８ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 337330 福井高柳簡易郵便局 ○ 福井県福井市高柳町４４１－９ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 337330 福井高柳簡易郵便局 ○ 福井県福井市高柳１－２４０７ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 426360 小野樫山簡易郵便局 ○
兵庫県小野市育ヶ丘町水谷拍子谷１４７５－２７
８

- ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 426360 小野樫山簡易郵便局 ○ 兵庫県小野市育ケ丘町１４７５－２７８ - ○ ○ × ○ ○ -

H25.10.1 住居表示変更

H25.11.1 契約解除

H25.11.1 業務変更

H25.11.1 契約締結

H25.11.1 契約締結

H25.11.1 契約解除

H25.11.1 業務変更

H25.11.1 業務変更

H25.11.1 住居表示変更

H25.11.1 住居表示変更
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変更前 営業所 617960 遊子谷簡易郵便局 ○ 愛媛県西予市城川町遊子谷２４１８－２ ○ ○ ○ × ○ × -

変更後 営業所 617960 遊子谷簡易郵便局 ○ 愛媛県西予市城川町遊子谷２４１８－２ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 637140 買田簡易郵便局 ○ 香川県仲多度郡まんのう町買田３７０－３ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 717890 荒尾金山簡易郵便局 ○ 熊本県荒尾市金山１３４７－１ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 717890 荒尾金山簡易郵便局 ○ 熊本県荒尾市金山１３４７－２ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 747540 ＪＴ博多ビル内郵便局 - 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１０－３５ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 747540 博多駅東郵便局 - 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１０－３５ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 787980 鶴田柏原簡易郵便局 ○ 鹿児島県薩摩郡さつま町柏原１４７２－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 787980 鶴田柏原簡易郵便局 ○ 鹿児島県薩摩郡さつま町柏原１４７２－７ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 868110 大曲川目簡易郵便局 ○ 秋田県大仙市大曲飯田町２２－２ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 868110 大曲川目簡易郵便局 ○ 秋田県大仙市飯田家ノ前１１２－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 228460 間崎簡易郵便局 ○ 三重県志摩市志摩町和具４３１２ ○ ○ ○ × ○ × -

変更後 営業所 228460 間崎簡易郵便局 ○ 三重県志摩市志摩町和具４５３６－１２ ○ ○ ○ × ○ × -

変更前 営業所 457910 大和高田東雲簡易郵便局 ○ 奈良県大和高田市東雲町１３－３０ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 457910 大和高田東雲簡易郵便局 ○ 奈良県大和高田市東雲町１４－１４ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 462180 甲西菩提寺郵便局 - 滋賀県湖南市菩提寺１５２９－５８ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 462180 甲西菩提寺郵便局 - 滋賀県湖南市菩提寺西４－４－２３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 477630 佐田簡易郵便局 ○
和歌山県東牟婁郡古座川町佐田宇恵地平５９４－
１

○ ○ ○ × ○ × -

変更後 営業所 477630 佐田簡易郵便局 ○
和歌山県東牟婁郡古座川町佐田宇恵地平６３５－
１

○ ○ ○ × ○ × -

H25.11.5 住居表示変更

H25.11.1 改称

H25.11.1 業務変更

H25.11.1 契約締結

H25.11.1 住居表示変更

H25.11.1 住居表示変更

H25.11.1 移転

H25.11.5 移転

H25.11.5 移転

H25.11.5 移転
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変更前 営業所 648150 小才角簡易郵便局 ○ 高知県幡多郡大月町小才角４６２－２ ○ ○ ○ × ○ × -

変更後 営業所 648150 小才角簡易郵便局 ○ 高知県幡多郡大月町小才角５２２－２ ○ ○ ○ × ○ × -

変更前 郵便局 001510 調布上石原郵便局 - 東京都調布市上石原１－３８－１４ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 001510 調布上石原郵便局 - 東京都調布市上石原１－２５－１０ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 701360 安慶名郵便局 - 沖縄県うるま市安慶名５２８ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 701360 安慶名郵便局 - 沖縄県うるま市田場２０７２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 郵便局 036380 八潮駅前郵便局 - 埼玉県八潮市大瀬７１０－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 837110 鬼柳簡易郵便局 ○ 岩手県北上市鬼柳町卯の木１０１－３ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 749030 猪膝簡易郵便局 ○ 福岡県田川市猪国１４４２ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 749030 猪膝簡易郵便局 ○ 福岡県田川市猪国１４６０ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 903180 札幌北二十三条郵便局 - 北海道札幌市北区北二十三条西５－１－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 903180 札幌北二十三条郵便局 - 北海道札幌市北区北２２条西４－１－１７ - ○ ○ ○ ○ ○ -

H25.11.25

　５　当該郵便局又は当該営業所に関連銀行又は関連保険会社の営業所が併設されている場合は、併設されている営業所に応じて、「関連銀行又は関連保険会社の営業所」の欄に「関連銀行」又は「関
連保険会社」を記入すること。その他届出時の状況に応じて備考欄に記入すること。

注１　郵便局及び会社の営業所の別に整理すること。

　４　(1)から(5)までについては、実施する業務には「○」、実施しない業務には「×」を各該当欄に記入すること。

　２　当該郵便局又は当該営業所が簡易郵便局である場合は、「簡易郵便局」の欄に「○」を記入すること。
　３　所在地が第四条第五項に規定する過疎地に該当するときは、「過疎地」の欄に「○」を記入すること。

移転

H25.11.19

H25.11.18 移転

H25.11.18 移転

新設

H25.11.5 移転

H25.11.19 契約締結

H25.11.25 移転


